
国家戦略特区 WGによる規制改革の提案の具体化のための助言 

申込表 

地方公共団体名：長野県茅野市  担当者氏  名：  

連 絡 先：   

① 今回の提案に当たって、特に重視したポイント、前回（４月）から追加、変更

ポイントなどを、以下に記載してください。

●今回の提案に当たり特に重視したポイント

・当市がこれまでのまちづくりの中で特に重視し、諏訪中央病院や住民ととも

に進めてきた地域福祉について、WG における議論の内容を踏まえアーキテク

トの須田医師と、より現場のニーズに即した提案とした点。

●前回から追加、変更したポイント

・アルゴリズム AIによるワクチン問診の半自動化、かかりつけ薬剤師との、

SNSによるオンライン服薬指導の解禁を追加した点。 

・各提案に当たり、提案の背景や概要、実施スキーム、システムの概要、実施

箇所等が明確になるよう変更した点。 

② 特区 WG の場において、特に、有識者から助言等を依頼したい項目（３～５項

目程度）を、以下に記載してください。

③ 有識者の助言等に当たって、特に依頼したい事項を、以下に記載してください。

（自由記載）

●アルゴリズム AIによるワクチン問診の半自動化

特に新型コロナウイルスワクチンの接種に当たり、健康状態を調べるための

問診等を医師と患者が対面で行うことは、医師の拘束時間が長時間にわたるこ

とから医療現場に多大な負荷を産むのみならず、接種される側の問診の待ち時

間の発生と現場の密、医師を手配する自治体への負担金の増加を招いている。現

行の問診のアルゴリズムをデジタル化し、AI によるリスクの自動判定を行うこ

とができる環境を整備した上で AIにより問診を代替し、接種に伴うリスクが低

提案名 分野 

アルゴリズム AIによるワクチン問診の半自動化 医療・介護 

AIと薬剤師による薬剤の限定的な処方量の自動調節 医療・介護 

かかりつけ薬剤師との、SNSによるオンライン服薬指導の解禁 医療・介護 

mailto:kikaku@city.chino.lg.jp


いと判断されたグループについては、医師の問診を省略して接種を行えるよう

にすれば、上記の問題が解決できると考える。接種希望者の健康状態を調べる必

要があることは、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）第 7 条に定められてお

り、その方法は、予防接種実施規則（昭和 33 年厚生省令第 27 号）第 4 条に問

診、検温及び診察と定められているが、この問診等を「医師が必ず行う必要があ

る」と解釈するのか、また、上記提案による医療の AIへの（一部の）タスクシ

フトの可能性につき、ご意見をいただきたい。

●AIと薬剤師による薬剤投与量の変更と遠隔薬剤指導

薬剤量は、日々の患者の体調に応じて調節されるべきであるが、現実的には外

来受診時に調節が行われており、医師が毎日の患者の体調をみながら薬剤量を

調節することは人的・時間的コストの観点から難しい。かかりつけ薬剤師が専門

性を発揮し、ICT等を活用し、患者の健康状態や服薬情報の一元的・継続的な把

握のもとに薬剤量を判断することは、能力的には可能であると考えられるが、薬

剤師法（昭和 35 年法律第 146 号）第 23 条により、薬剤師は、医師等の処方せ

んによらなければ調剤できないこととされており、現行法上不可能である。医薬

品の変更は、処方した医師等の同意があれば可能であるが、多忙な医療現場の状

況を鑑みると、都度確認することは難しく現実的ではない。そこで、現行法上も

認められている「医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコール」

の中に、医師が事前に指示した処方のアルゴリズムに基づき、一定のパラメータ

の範囲内において、薬剤の処方量の調整を自動的に行う AI システムを位置付

け、その結果を薬剤師が判断して遠隔で薬剤指導を行うという体制を作りたい。

厚生労働省が作成した「患者のための薬局ビジョン」においても、かかりつけ薬

局が、地域包括ケアシステムの中で、薬学的管理・指導などの機能を果たし、地

域で暮らす患者本位の医薬分業の実現に取り組むこととされ、薬局のあり方の

トランスフォーメーションの方向性が示されている。上記の提案により、薬局薬

剤師による処方量の調節業務へのタスクシフトが可能になり、人材の有効活用

や薬局のあり方トランスフォーメーションにつながると考えるが、いかがか。 

●かかりつけ薬剤師との、SNSによるオンライン服薬指導の解禁

上記の「AI と薬剤師による薬剤の限定的な処方量の自動調節」を行うにあた

り、日々の窓口業務が多い薬局では、リアルタイムでの電話や遠隔画像コミュニ

ケーションはストレスになる。逆に、手の空いた時間にまとめて返信できる、例

えば SNS のような非同期コミュニケーションツールによる薬剤指導こそが薬剤

師のライフスタイルには合うものと考えている。しかし、オンライン服薬指導の

具体的な運用に係る解釈を示した厚生労働省の通知（「医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行について（オンライン服薬指導関係）」（令和 2 年 2 月 31 日薬生発 0331 第

36 号））において、オンライン薬剤指導は、「映像及び音声の送受信により相手

の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法」に限られている。そ

こで、オンライン服薬指導に（患者が安全に指導を受ける上で必要な返信の期限

を設定した上で）SNSによる非同期コミュニケーションを可能とする提案をした

いが、いかがか？ 



＜送付先・お問い合わせ先＞ 

・内閣府 地方創生推進事務局

・電 話：03-5510-2463 ・メールアドレス：g.super-city.i9e@cao.go.jp 
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一歩先の未来を最適化するデータ連携都市・茅野
～ “未来型「ゆい」”による限られた資源の保護活用と市民の個性を生かした地域の創造～
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R3.11.12WGヒアリング　茅野市提出資料③茅野市から再提案があったスーパーシティに関する　規制改革の提案内容



Ⅱ➀「複数分野の先端的
サービスの提供」に関する事項

1

Ⅱ-（１）提供体制の最適化によるプロアクティブなヒューマンケア
（先端的サービス⑦～⑩）の全体フロー人の健康



Ⅱ➀「複数分野の先端的
サービスの提供」に関する事項

2

人の健康

受診/ワクチン接種に関するデータと、PHR、AI乗合オンデマンドタクシーシステムやキャッシュレス決済基盤を都市OS
(地域ID)をハブとしてサービス連携。診療予約から配車予約、処方薬配送、決済までの一気通貫フローを実現。
診察、決済、薬局での待ち時間を短縮化。さらに、診療/ワクチン接種データをVRSと連携してPHRに記録

Ⅱ-（１）⑦多分野データ連携とPHRベースのライフログ記録による受診環境改善

医療・介護 / 交流・支払い / 交通・移動対象分野 IQVIAソリューションズジャパン株式会社、ユカイ工学株式会社 ほか事業者の候補

*ワクチン接種記録システム（VRS：Vaccination Record System）



Ⅱ➀「複数分野の先端的
サービスの提供」に関する事項

3

人の健康

先端的センシング技術、 AI等を活用し、PHRに蓄積された生活データから導かれた未病段階での生活改善指導
(生活改善サービス)や、患者の状況に合わせた在宅での投薬量調整(在宅AI診療サービス) の仕組みを構築

Ⅱ-（1）⑨生活データのPHR連携による健康生活指導と薬剤量自動調節プログラム

医療・介護 / 交流・支払い / 交通・移動対象分野 IQVIAソリューションズジャパン株式会社、株式会社ワイズマン、セイコーエプソン株式会社、
ユカイ工学株式会社事業者の候補

データ収集 分析 活用

規制Ⅱ
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アルゴリズムAIによるワクチン問診の半自動化

AIと薬剤師による薬剤の限定的な処方量の自動調節

かかりつけ薬剤師との、SNSによるオンライン服薬指導の解禁

提案する規制緩和事項人の健康

規制Ⅰ

規制Ⅱ

規制Ⅲ



5

アルゴリズムAIによるワクチン問診の半自動化

AIと薬剤師による薬剤の限定的な処方量の自動調節

かかりつけ薬剤師との、SNSによるオンライン服薬指導の解禁

提案する規制緩和事項人の健康

規制Ⅰ

規制Ⅱ

規制Ⅲ
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○ AI（エキスパートシステム※１）が、既往歴、内服歴、アレルギー歴などの問診事項をもとに、ワクチン接種の
可否を自動で判断するシステムを構築する。

○ 自治体で行う新型コロナウイルスワクチン接種において、PHRの事前登録、もしくは会場でのPHR登録を条件と
して、AIが医師に代わって自動で接種の可否を判断する（医師法17条の部分的規制緩和）。対象者がAI
問診を拒否した場合、AIが接種不可と判断・もしくは判断に迷う場合には、AIから医師に問診が引き継がれる。

○ 接種日と接種ワクチンの種類、ワクチン接種に伴う副作用は、VRSと連携しながらマイナンバーに紐付いた
PHRに登録され、PHRアプリまたはマイナンバーカードに記録される。PHRアプリからは、ワクチンの接種証明
書が表示できるようになる。翌年からは、基本情報に変更点がない場合には問診なしでワクチン接種が可能とな
る。また、PHR情報はアプリから自身で随時変更可能とする。

アルゴリズムAIによるワクチン問診の半自動化

（提案の概要）

（提案の背景）

○ 2021年に新型コロナウイルスのワクチン接種が満12歳以上の全国民を対象として開始された。
○ ワクチン接種の現場では、まず事務員が予診をとり、医師が問診し、医師またはコメディカルが接種を行う。この
医師問診は、問診項目が全く問題ない場合（圧倒的多数）でも全ての接種者に義務付けられており、特に
地方において医師問診のための医師確保と、医師に支払う謝金、医師問診のタイムロスが問題になっている。

○ また、ワクチン接種証明と、マイナンバーと、内服歴や既往歴などを記録するPHRは現行では別々の枠組み
で作られているが、これらは国民（利用者）の視点からすればすべてワンストップサービスで行われるべきであ
る。マイナンバーカードの利用率の伸び悩みや、デジタル社会を見据えたPHRの広がりの伸び悩みは、喫緊の
国民の需要と関連づけられていないこと（国民が自分ごととして捉えられないこと）が要因と考えられる。

※１ エキスパートシステム：専門家の作業を自動化することを目的とし、特定の問題に対して専門家のような受け答えをする
コンピューターシステム。ルールベースAIや古典的AIとも呼ばれる。
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https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72222030U1A520C2EA2000/
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※以下、心筋炎の既往など、注意事項が続く

米国は“Standing Orders”という制度で、コメディカルがワクチン問診可能

(同様に、ファイザーとヤンセンの場合のStanding Orderも用意されている)

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/standing-orders.pdf
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茅野長野

二回目以降の接種の場合は、一回目の接種で
アレルギー、その他重大な副作用が出たかどうかの
問診に進む。
→それらがなければ、 の項目のチェックのみとする。

が選択された項目が一つでも含まれている場合は、
接種不可能、もしくは判断に迷う内容であるため、
医師問診に進む（例外は下記）。
※医師問診は遠隔で行うことも可能とする。
アレルギー既往あれば、被疑薬/食品がPEGなどの
ワクチンに含まれている成分と交差反応があるか
否かをAIが照会して、医師に伝える。

問診項目が、全て の選択であった場合は、
医師の問診を省略して、接種可能とする。

の回答内容が一つでも含まれている場合は、
接種後の出血予防のため、接種部位を終了後
5分しっかりと抑えて止血する旨が伝えられる。

この項目で、「はい」に加え「迷走神経反射」のみ
選択された場合は、他の がなければAIは接種可能
と判断してよいが、接種者に対策を行うよう伝える。

AI問診のアルゴリズム
AIは予診票の項目（デジタル）に従って問診を行う
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メリット
• 医師の確保必要数減少
• 接種スピードの飛躍的上昇
• 接種会場の混雑緩和
• ワクチン内容物の交差アレル
ギーを正確に判断

• 利用者の満足度向上
• 副作用記録やワクチン接種記
録の一括把握

• いったん作成したPHRは、
今後の医療機関への受診
などの際に利活用できる

• マイナンバー普及に寄与

懸念事項
• ワクチン接種にともなう有害事象が起き
た際に、判断の責任主体が問われる

→そもそも、国が推奨し、県/市町村
が主体として実施するワクチン接種だが、
問診担当の医師が責任を負う
かのように誤解されている。

• システムトラブルの際に、リアルタイムで
対応する
迅速さが求められる

• AIの正確さを検証するfeasibility 
studyが必要

AI問診のメリット、懸念事項
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本提案の実施スキーム

予診票レベルで問題ない場合は、
AIが接種可能と判断するワクチン接種の希望者は

必ず医師の問診を受ける

As-Is（現状） To-Be

接種者

医師問診

接種会場

予診票
チェック 接種

経過観察後帰宅

紙の予診票を事前に
記入し、持参する。

接種者

医師問診

接種会場

PHR
記入補助 接種

経過観察後帰宅

アプリから事前にPHR内の
予診票を記入しておく。
記入漏れや問題がある
場合は事前に指摘される。

帰宅

不可

可

不可

可
古典的

AI

問題なし

問題あり

補助必要
な場合

帰宅

補助不要
な場合

紙の予防接種済証が
渡される。

アプリに
予防接種証明が
入力される。

将来的には
電子処方箋と連携

今後も、
マイナンバー
連携の

PHRとして
幅広く活用
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アルゴリズムAIによるワクチン問診の半自動化システムの概略図
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アルゴリズムAIによるワクチン問診の半自動化の実施主体（実証段階・実装段階）

JR茅野駅

至 東京

至 名古屋

諏訪中央病院（実証段階）

健康管理センター（実装段階）

公立諏訪東京理科大学
（実装段階・職域接種）
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デジタル・アルゴリズムに基づく
ポリファーマシー・副作用防止

人的努力による
ポリファーマシー・副作用防止

機械学習に基づく
ポリファーマシー・副作用防止

AS-IS（現状） Stage0 To-Be（目標）

医師
A医院

処方箋1

医師

薬剤
師

患者

B医院

処方箋2

?? 種々の情報
・インターネット
・薬の添付文書
・相互作用リスト

*判断
説明

患者背景
・既往歴
・アレルギー
・過去の服薬
・肝腎機能 💦💦

医師
A医院

デジタル
処方箋1

医師

薬剤
師

患者

B医院

デジタル
処方箋2

種々の情報
・インターネット
・薬の添付文書
・相互作用リスト

判断
患者背景
・既往歴
・アレルギー
・過去の服薬
・肝腎機能

確認、説明

AIお薬
管理システム

医師
A医院

デジタル
処方箋1

医師

薬剤
師

患者

B医院

デジタル
処方箋2

種々の情報
・インターネット
・薬の添付文書
・相互作用リスト

判断
患者背景
・既往歴
・アレルギー
・過去の服薬
・肝腎機能

相談・介入

AI お薬
管理システム

データ
蓄積

*判断の内容
・副作用
・相互作用
・ポリファーマシー
・薬の過不足

説明、相談

処方 処方 処方 処方 処方 処方

調
剤

調
剤

調
剤

疑義照会 疑義照会 疑義照会

自
動
配
送

データ データ データ データ

薬剤師の業務量軽減のための電子お薬手帳とAIを生かしたお薬管理システム

紙処方箋、シールお薬手帳 電子処方箋、電子お薬手帳＋AIお薬管理システム

これらすべてのデータをPHRに蓄積し、ワクチン接種の問診などに活用
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（参考）関係法令等

○医師法（昭和二十三年法律第二百一号）（抄）

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

○予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）

（予防接種を行ってはならない場合）

第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、
当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当で
ない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。

○予防接種法施行規則 (昭和二十三年八月十日) (厚生省令第三十六号)
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の三第一項本文及び第二項に規定する
厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一. 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二. 明らかな発熱を呈している者
三. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四. 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五. 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
六. 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
七. B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのあ
る者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者

八. ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する
者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者

九. 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第五条第一項の規定によ
る予防接種を受けたことのある者

十. 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
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https://www.mhlw.go.jp/content/000759294.pdf

（ワクチンを受けてはいけない人）

（ワクチンを受けてもよいが、注意すべき人）

コロナワクチン接種の際の手引き

医師がやっている問診は、ここに記されていることをアルゴリズム化することでほぼ完結する。
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アルゴリズムAIによるワクチン問診の半自動化

AIと薬剤師による薬剤の限定的な処方量の自動調節

かかりつけ薬剤師との、SNSによるオンライン服薬指導の解禁

提案する規制緩和事項人の健康

規制Ⅰ

規制Ⅱ

規制Ⅲ
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○ 患者が日々記録する体重、血圧、血糖などに関わるデジタルデータを取得し、Bluetooth連携でデータが医療
AIシステムに送信される。医師が事前に指示したアルゴリズムに基づき、一定のパラメータの範囲内において、AI
（エキスパートシステム※１）が、薬剤の処方量の調整を自動的に行う。事前指示のパラメータ範囲を逸脱した
場合、AIは判断を行わず、情報を医師に送信して判断を求める。

○ AIが提案した処方量の変更はかかりつけ薬剤師に送信される。薬剤師はAIが提案した処方量につき検討し、
問題がなければ医師を介さずに承認し、患者に薬剤指導を行う（医師法17条の規制緩和）。疑義が生じた
場合、薬剤師は必ず医師に確認する。医師は、薬剤師が承認した処方量の変更について責任を負う。

○ 上記の薬剤師による（医師の処方箋の変更を介さない）処方量変更の承認について、遠隔服薬指導として、
保険点数による一定のインセンティブを与える。

（提案の概要）

（提案の背景）

○ 生活習慣病の管理においては、患者の日常生活での体調の変化に応じた、細やかな薬剤量の調節を行うこと
が望ましい。特に、高血圧、心不全、糖尿病の投薬では薬剤調節のアルゴリズムがある程度確立されている。

○ しかしながら、実際の薬剤調節は生活習慣病患者の増加より1-3ヶ月おきの外来受診時にのみ行われること
が多いこと、また、短い診療時間内に生活状況や内服状況などを詳しく聴取できないことがままあることから、受診
から次の受診までの間にしばしば生活習慣病の悪化、もしくは薬剤の過量による副作用が出現し、医療費を増
大させる要因となっている。

○ このため、患者の在宅でのデータを元に、受診から次の受診までの間にも処方量が調節できる仕組みが求
められている。またそれは医師の人的・時間的資源に制約されず、ある程度自動的に行われるのが望ましい。

※１ エキスパートシステム：専門家の作業を自動化することを目的とし、特定の問題に対して専門家のような受け答えをする
コンピューターシステム。ルールベースAIや古典的AIとも呼ばれる。

AIと薬剤師による薬剤の限定的な処方量の自動調節
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AIと薬剤師による、SNSを用いた薬剤処方量の限定的な自動調節：実施スキーム

医師の事前指示に基づく
処方量自動調整

次の外来まで
処方量は不変

As-Is（現状） To-Be

X月外来 X+1月外来

変更なし

患者 患者

薬剤師

古典的
AI

処方

処方量
提案

処方箋
データ

＋

医師指定の
アルゴリズム

承認

X月外来 X+1月外来

医師

指定範囲超過
アラートが飛ぶ

処方

医師

処方

医師

処方

医師

患者の主訴＋
生体情報

脈拍

呼吸数

体重

酸素濃度
血圧 等

💰💰

報告

指示

遠隔薬剤
指導料

相談

指示

相談

⚠

規制Ⅱ

規制Ⅲ
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本提案のシステム概略図
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本提案の実施主体（実証段階・実装段階）

JR茅野駅

至 東京

至 名古屋

諏訪中央病院
実証段階は心不全外来で実施
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規制改革の具体的内容

○医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について（平成２２年４月３０日付け厚生労働省医政局長通知）（抜粋）

２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例
（１）薬剤師

近年、医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から、チーム医療において薬剤の専門家で
ある薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益である。
また、後発医薬品の種類が増加するなど、薬剤に関する幅広い知識が必要とされているにもかかわらず、病棟や在宅医療の場面において薬剤師が十分に
活用されておらず、注射剤の調製（ミキシング）や副作用のチェック等の薬剤の管理業務について、医師や看護師が行っている場面も少なくない。

１）薬剤師を積極的に活用することが可能な業務
以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる。

①薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、
専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。

②薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。
③薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む。）に対し、薬学的管理（患者の副作用の状況の把握、服薬指導等）を行うこと。
④薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提

案すること。
⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
⑥外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。
⑦入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。
⑧定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。
⑨抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。

現行制度上も認められている「医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコール」の中に、
医師が事前に指示したアルゴリズムに基づき、一定のパラメータの範囲内において、薬剤の処方量
の調整を自動的に行うAIシステムを位置付けることができることを明確化できないか。
※ AIは、事前に指示されたパラメータ範囲を逸脱した場合は判断を行わず、情報を医師に送信して判断を求める。また、薬剤師
は、AIが提案した処方量について検討を行い、疑義が生じた場合は必ず医師に確認する。
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薬剤の種類 ユースケース 投薬調整の例（アルゴリズム設定の例）

降圧薬
経口摂取が不安定などの理由で血圧が不安定な患
者において、収縮期血圧の目標範囲を設定し、朝の
収縮期血圧の値をみながら降圧薬の内服量の調整
を行う。

・収縮期血圧 150～180mmHg → アムロジピン 10mg
・収縮期血圧 120～129mmHg → アムロジピン 5mg
・収縮期血圧 90～119mmHg → アムロジピン 2.5mg

利尿薬
心不全などで利尿薬を内服中の患者において、体重
の目標範囲を設定し、体重と血圧をみながら利尿薬
の内服量を調整する。

・体重 50-52kg → フロセミド40mg
・体重 48-50kg → フロセミド20mg
・体重 46-48kg → フロセミド１日スキップ
・収縮期血圧＜90mmHg → フロセミド１日スキップ

インスリン
糖尿病でインスリン使用中の患者において、血糖の
目標範囲を設定し、自宅血糖のモニタリングと経口
摂取の状況から、インスリン使用量を調整する。

＜朝食前＞
・血糖 <80 → ノボラピッド 中止
・血糖 100-150 → ノボラピッド 10単位
・血糖 150-200 → ノボラピッド 12単位
・血糖 200-250 → ノボラピッド 14単位

＜夕食前＞
・おやつ摂取時 → ノボラピッド＋4単位

処方量調節のユースケースと投薬調整の例について
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薬剤師の教育課程と臨床現場で果たすべき役割

改正前の薬剤師の教育課程

改正後の薬剤師の教育課程

高等学校
・ 基礎薬学 ・ 一般教養
・ 専門薬学（医療薬学、創薬科学、衛生薬学）

・ 実務実習（２～４週間程度）

大学院
（修士課程）

大学院
（博士課程）

４年制学部 ２年修士 ３年博士

平成18年４月改正
（薬学教育の充実）

高等学校
・ 一般教養の充実 ・ 医療薬学教育の充実

・ 実務実習の拡充（６か月程度）
大学院

（博士課程）

６年制学部 ４年博士（薬剤師国家試験受験資格は６年生学部卒業者のみ得られる）

○ 平成18年４月改正で充実が図られた薬剤師の教育課程の中には、実務実習などが含まれており、患者の薬剤
調整についての問題解決能力も養成されるようになっている。

○ この能力を用いて、高度化した現代の薬物療法において医師の役割を一部代替し、医師の指定したアルゴリズム
範囲内で薬剤調整を行うことは十分可能。また、社会から期待されている役割のトランスフォーメーションでもある。
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○ 医師法（昭和２３年法律第２０１号） 第１７条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
【解釈】
医師法第１７条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでな
ければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為（「医行為」）を、反復継続する意思をもって行うこ
とであると解している。

⇨現状では、医師以外が処方量の変更を行うことはできない。一方で薬剤師に求められる役割は下記であり、
医薬品についての総合的な知識を持つ薬剤師は、潜在能力的には医師の処方の補助を行いうる。

○ 薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号）第一章 総則
(薬剤師の任務)
第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与
し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

「医師法17条」と「薬剤師法」の解釈

医師の
役割

薬剤師
の役割

医薬品の用量調節
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○ 6年制薬学教育と薬剤師
（薬学生の）６年制の教育カリキュラムでは、医療人としての倫理・教養、課題発見能力・問題解決能力、そして
臨床実践能力を身につけるためのカリキュラムの充実が図られ、病院・薬局における６か月以上の長期実務実習が
義務化されています。

日本医療薬学会（https://www.jsphcs.jp/student/1-2.html：最終閲覧2021/9/22）

○ 厚生労働省医政局長通知 平成２２年４月３０日
（医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について）
「医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から、
チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益である。」

○ 諏訪中央病院薬剤部ヒアリング議事録 令和３年８月３１日
・現状の業務は、持参薬の鑑別、配薬、品質管理、面談記録の記載などに多大な時間を取られている。
・薬剤師は本来、医薬品に関する専門的知識を元に患者を指導し、患者とコミュニケーションを密に取りながら、薬剤の
調整や服薬状況の管理を行う業務に時間をかけるべきである（いわゆる「beyond the pill」）。

薬剤師の教育課程と、薬剤師が臨床現場において果たすべき役割

薬剤師の教育課程の中に、患者の薬剤調整についての問題解決能力は含まれている。
この能力を用いて、高度化した現代の薬物療法において医師の役割を一部代替し、
医師の指定したアルゴリズム範囲内で薬剤調整を行うことは十分に可能であり、また
社会から期待されている役割のトランスフォーメーションである。

https://www.jsphcs.jp/student/1-2.html
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（参考）関係法令等①

○医師法（昭和二十三年法律第二百一号）（抄）
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立
ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはなら
ない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書について
は、この限りでない。

○薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）（抄）
（処方せんによる調剤）
第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的
で調剤してはならない。
２ 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医
師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
（処方せん中の疑義）
第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師
又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
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○医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について（平成２２年４月３０日付け厚生労働省医政局長通知）（抜粋）

２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例
（１）薬剤師

近年、医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から、チーム医療に
おいて薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益である。
また、後発医薬品の種類が増加するなど、薬剤に関する幅広い知識が必要とされているにもかかわらず、病棟や在宅医療の場面にお
いて薬剤師が十分に活用されておらず、注射剤の調製（ミキシング）や副作用のチェック等の薬剤の管理業務について、医師や看
護師が行っている場面も少なくない。

１）薬剤師を積極的に活用することが可能な業務
以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極的に活用することが望
まれる。
①薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプ
ロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。

②薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。
③薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む。）に対し、薬学的管理（患者の副作用の状況の把握、服薬指導等）を行う
こと。

④薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応
じて薬剤の変更等を提案すること。

⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
⑥外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。
⑦入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。
⑧定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。
⑨抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。

２）薬剤に関する相談体制の整備
薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を行う場合においても、医療安全の確保に万全を期
す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が想定されることから、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることがで
きる体制を整えることが望まれる。

（参考）関係法令等②
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